
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定管理者の指定 「特定」ではなく「公募」による指定に改善を 

枚方市議会の平成 23 年第 3 回定例会（9 月議会）で「市立特別養護老人ホーム」「市立デイサービスセンタ

ー」「市立くずは北デイサービスセンター」「市立総合福祉会館デイサービスセンター」「市知的障害者授産施

設」「市立くすの木園」「市自転車駐車場」「市立枚方宿鍵屋資料館」の 8 つの施設について、指定管理者の指

定の議案が上程され、可決しました。指定期間は 24 年 4 月～27 年 3 月の 3 年間です。指定管理者制度とは、

公の施設の管理・運営を、地方公共団体の指定する民間事業者やＮＰＯなどに代行させる制度です。 

 

 
＜解説＞今回議案となった 8施設のすべてが「公募」ではなく、「緊急性」「合理性」がある場 

合に例外として認められる「特定」（1団体をあらかじめ決める）による指定でした。これらの

施設は前回の指定時も「特定」であり、毎回例外を認めるとすれば、今後よほどの瑕疵がない 

限り、公正な競争が行われず、常に同じ団体が選定されることになります。これでは「市民ニ

ーズへの効率的・効果的な対応を図り、市民サービスの向上、行政コストの縮減を図る」という制度自体

の形骸化が懸念されます。今後は原則通り「公募」による指定に改める必要があります。また、今回の施

設の中には、構造改革アクションプランで「民営化を検討する」と示された施設も含まれています。それ

らの施設に関しては、指定管理者制度による管理・運営から早期に民営化へ移行するべきです。さらに、

指定管理者の審査を行う選定委員会の会議が、原則公開と規定されているにも関わらず「意思形成過程」

との理由で「非公開」となりました。「特定」による指定の場合、その理由となる「緊急性」「合理性」が

市民から見て妥当なものなのかを判断するためにも、今後は原則通り「公開」にしてもらいたいと思いま

す。私（会派）としては、以上の要望を盛り込んだ賛成討論を行った上で議案について賛成をしました。

今後、指定管理者制度については、竹内市長が所信表明の中で「制度の拡大をめざす」との方針を示され

たことから、生涯学習市民センターや図書館などにも制度を拡大してもらえることと期待しています。 

 

 

 

 

 

活動の詳細については「かじや知宏のホームページ」をご覧ください 

携帯電話からも私の

活動記録をご覧にな

ることができます→ 

長尾・牧野駅前で議員報告を行っています ～400 回継続中～ 

市民の皆さまと市政情報を共有したいとの想いから、午前 6時 20 分頃～8時 30 分頃に長尾・牧野駅前

「議員報告」の配布とそのご報告を行っています。 で


